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会議の顛末

本会議（１１月２６日）

議長（川上守）

おはようございます。

ただいまの出席議員数は９人です。

定足数に達しておりますので、令和元年第

６回若桜町議会臨時会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程はお手元に配布のとおりで

す。

日程第１

「会議録署名議員の指名」を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第

１２５条の規定により議長において、５番 山

本安雄議員、６番 小林誠議員を指名します。

日程第２

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日１日限りとしたい

と思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日１日限りとするこ

とに決定しました。

日程第３

議案第８１号 令和元年度若桜町一般会計

補正予算（第４号）、議案第８２号 令和元年

度若桜町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）、議案第８３号 令和元年度若桜町簡易

水道事業特別会計補正予算（第３号）、議案第

８４号 令和元年度若桜町公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）を一括して議題と

します。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

皆さんおはようございます。

氷ノ山の初冠雪が１１月１５日に観測され、

めっきり冷え込んで参りました。

スキー場を抱える当町としましては、ある

程度の降雪を願うところでございますが、３

年前のような大雪になれば、災害と同様に対

応していかなければならないと思っていると

ころでございます。

住民やスキー場利用者、観光客の安全・安

心に常に気を配っていくことが必要と考える

ところでございます。

さて、本日ここに、令和元年第６回若桜町

議会臨時会を招集しましたところ、議員の皆

様にはご出席を賜り、令和元年度一般会計補

正予算及び諸議案のご審議をいただきますこ

とに対し、感謝を申し上げる次第でございま

す。

さて、かねてより関係が悪化しております

日韓関係ですが、１１月２２日には韓国が日

韓軍事情報包括保護協定、いわゆるＧＳＯＭ

ＩＡ（ジーソミア）の協定を当面維持するこ

とになったものの、依然ギクシャクした関係

が続いているところでございます。

そんな中、１１月３日に韓国江原道のチ

ェ・ムンスン知事が、韓国の知事としては初

めて若桜町を訪問されました。現在、米子ソ

ウル便やＤＢＳクルーズが相次いで運休に追

い込まれ、交流の火が消えかけようとしてい

る中で、韓国内での圧力に負けず、国レベル

は悪化しても地方同士の交流は継続していく

ことを、チェ・ムンスン知事と鳥取県の平井

知事が約束されました。当町といたしても平

昌郡との交流が早期に再開されることを期待

し、ご協力をお願いさせていただいたところ

でございます。

また、秋のイベントといたしましては「若

桜町民文化祭」や「鬼っこ祭り」、さらには「若

桜町グランドゴルフ大会」や「わかさ生協診

療所開設２５周年記念 健康まつり」など、

様々な催しが多くの町民の参加のもと実施さ

れております。



町民が楽しむ姿や笑い顔など、にぎやかな

日々を過ごされている姿を拝見し、安心して

楽しみながら住める若桜町にして行きたいと

思うところでございます。

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第８１号 令和元年度若桜町一般会計

補正予算についてでございますが、既定の歳

入歳出予算の総額に、それぞれ４０２万８千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を４０億２，

２１９万９千円とするものでございます。

この度の補正予算は、人事院勧告に基づく

国家公務員の給与改定に準じて給与改定を

行うことにより、人件費を追加するものでご

ざいます。

歳入では、繰越金を４０２万８千円追加し、

歳出では、職員等の給料と職員手当、共済費

の増額により、人件費を各費目にわたり調整

し、総額３５０万３千円増額しました。

また、議会費では、議員期末手当を１１万

５千円、衛生費では、簡易水道事業特別会計

操出金１６万１千円、土木費では、公共下水

道事業特別会計操出金２４万９千円をそれぞ

れ追加いたしました。

続きまして、議案第８２号 令和元年度若桜

町介護保険事業特別会計補正予算についてで

ございますが、地域支援事業費の人件費を２

万１千円増額し、予備費を２万１千円減額す

るもので、歳入歳出予算の総額につきまして

は変更はございません。

続きまして、議案第８３号 令和元年度若桜

町簡易水道事業特別会計補正予算についてで

ございますが、既定の歳入歳出予算の総額に、

それぞれ１６万１千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を１億７，４４２万８千円とするも

のでございます。

歳入につきましては、一般会計からの繰入

金で、歳出は、総務費の人件費に充てるもの

でございます。

続きまして、議案第８４号 令和元年度若桜

町公共下水道事業特別会計補正予算について

でございますが、既定の歳入歳出予算の総額

に、それぞれ２４万９千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１億８，４８５万４千円とす

るものでございます。

歳入につきましては、一般会計からの繰入

金で、歳出は、公共下水道費の人件費に充て

るものでございます。

議案第８２号、議案第８３号、議案第８４

号につきましても、人事院勧告に伴う職員人

件費の増額によるものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第４

議案第８５号 若桜町特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例の一部改正について、

議案第８６号 若桜町職員の給与に関する条

例の一部改正について、を一括して議題とし

ます。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第８５号 若桜町特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例の一部改正について、

でございますが、これは、本年、８月１０日

の人事院勧告を受け、特別職の国家公務員の

給与改定に準じて、若桜町特別職の職員の給

与及び旅費に関する条例の一部改正を行うも

のであり、期末手当の支給月数を０．０５月

引き上げるものでございます。

続きまして、議案第８６号 若桜町職員の給

与に関する条例の一部改正について、でござ



いますが、これは、先ほどと同様に、人事院

勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、

給料表の平均０．１％の改定及び勤勉手当の

支給月数を０．０５月引き上げと、住民手当

の改正を行うものでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第５

議案第８７号 製造請負契約の締結につい

て、を議題とします。

提案理由の説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

議案第８７号 製造請負契約の締結につい

て、でございますが、これは、製造請負契約

を締結することについて、地方自治法第９６

条第１項及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、次のとおり、本議会の議決をお願

いするものでございます。

その内容は、記、１．工事名 若桜町農産

物処理加工施設（精米加工施設）プラント設

備製造請負工事。

２．工事場所 八頭郡若桜町大字若桜

３．契約の相手方 大阪市北区鶴野町１番

地９号、ヤンマーアグリジャパン株式会社

代表取締役 増田長盛（ますだ ながもり）

４．契約金額 金５２，５８０，０００円

５．契約の方法  制限付一般競争入札

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第６

議員提出議案第８号 若桜町議会の議員の

議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について、を議題とします。

趣旨説明を求めます。４番、山根政彦議員。

議員（山根政彦）

議員提出議案第８号、若桜町議会の議員の

議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について。

別紙のとおり、若桜町議会の議員の議員報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

ることについて、地方自治法第１１２条及び

若桜町議会会議規則第１４条の規定により提

出する。

令和元年１１月２６日提出、提出者 若桜町

議会議員 山根政彦、賛成者 若桜町議会議員

前住孝行、山本晴隆、青木一憲。

これは、特別職の給与改定に合わせて、若

桜町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正を行うものであり、期末

手当の支給月数を０，０５月引き上げるもの

でございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

暫時、休憩します。

   午前 ９時３２分  休 憩

   午前 １１時０５分  再 開



議長（川上守）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

休憩前に上程されました議案につきまして、

矢部町長より修正したい旨の申し出がありま

した。

説明を求めます。矢部町長。

町長（矢部康樹）

さきほど、提案説明で誤ったことを述べま

したので訂正をさせていただきたいと思いま

す。

まず、議案第８６号 若桜町職員の給与に

関する条例の一部改正について、でございま

すが、提案説明の中で、住民手当と申しまし

たが、住居手当の間違いでございます。

また、議案第８７号 製造請負契約の締結

について、でございますが、提案説明で契約

の相手方の住所を大阪市北区鶴野町１番地９

号と申し上げましたが、大阪市北区鶴野町１

番９号の間違いでございました。

大変申し訳ございませんでした。

訂正の方、よろしくお願いいたします。

議長（川上守）

続いて、議案第８１号 令和元年度若桜町一

般会計補正予算（第４号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

議員（中尾理明）

８番、中尾。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します。

８番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は、議案第８１号 令和元年度若桜町一般

会計補正予算（第４号）に反対であります。

この度の補正予算は、主として人勧による

特別職及び職員の期末手当、給与改定に伴う

補正予算であると考えております。

私はその中で、議員の期末手当引き上げに

反対するものであります。補正予算は現行の

期末手当の月数を０，０５か月引き上げるも

のです。この議案が採択されたら、３年前か

ら連続の引き上げになります。

１０月からの消費税増税により、１世帯あ

たり年間１０数万円も家計支出が増えるとい

われており、町民の生活に大きく影響するこ

とは間違いございません。

中小零細企業にとっては、資材を含め経費

の増大で経営の悪化が心配されております。

このような時期に、人勧に従ったかたちで

議員も同様に期末手当の引き上げを行うこと

は、町民に受け入れられるものではないと考

えます。

私は、町民の立場に立ち、今回の補正予算

に対し、議員の期末手当引き上げ部分を認め

ることはできません。

よって、この議案に反対するものでありま

す。

議員（前住孝行）

はい。

議長（川上守）

原案賛成の方の発言を許します。

９番、前住孝行議員。

議員（前住孝行）

９番、前住です。私は、賛成の立場で討論

いたします。

議員提出議案第８号に関わることというこ



とでした、期末手当の支給月数の改定は、執

行部と足並みをそろえておくことは、次世代

の条件整備のため、必要と考え、賛成いたし

ます。

議員（山本安雄）

はい。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します。

５番、山本安雄議員。

議員（山本安雄）

この議案、補正予算書、９ページの、議会

費１４万円の増額補正について、反対をいた

します。

これは、人事院勧告によるということでは

ありますけれども、議員の報酬につきまして

は、地方自治法に定められておりますところ

でもありますし、議会基本条例の１６条にも

記載しておりますところでございます。

１６条の記載に沿った方法によって決定す

るのが望ましいと思いますので、よって、反

対いたします。

議長（川上守）

ほかに、討論はありませんか。

（討論なし）

これをもって、討論を終結します。

議案第８１号 令和元年度若桜町一般会計

補正予算（第４号）を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方はご起立お願いします。

（起立多数）

起立多数と認めます。

したがって、議案第８１号は原案のとおり

可決されました。

議案第８２号 令和元年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算（第３号）を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８２号 令和元年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算（第３号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８２号は原案のとおり

可決されました。

議案第８３号 令和元年度若桜町簡易水道

事業特別会計補正予算（第３号）を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８３号 令和元年度若桜町簡易水道

事業特別会計補正予算（第３号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。



（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８３号は原案のとおり

可決されました。

議案第８４号 令和元年度若桜町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８４号 令和元年度若桜町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）を採決し

ます。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８４号は原案のとおり

可決されました。

議案第８５号 若桜町特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例の一部改正について、

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８５号 若桜町特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例の一部改正について、

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８５号は原案のとおり

可決されました。

議案第８６号 若桜町職員の給与に関する

条例の一部改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８６号 若桜町職員の給与に関する

条例の一部改正について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８６号は原案のとおり

可決されました。

議案第８７号 製造請負契約の締結につい

て、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。



（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第８７号 製造請負契約の締結につい

て、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第８７号は原案のとおり

可決されました。

議員提出議案第８号 若桜町議会の議員の

議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

議員（中尾理明）

８番、中尾。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します。

８番、中尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は、議員提出議案第８号 若桜町議会の議

員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例に反対でございます。

反対理由については、先ほど一般会計補正

予算の反対討論の中で述べました同様の趣旨

のため省略し、本議案の提出議案に反対する

ものであります。

議員（前住孝行）

はい。

議長（川上守）

原案賛成の方の発言を許します。

９番、前住孝行議員。

議員（前住孝行）

９番、前住です。私は賛成の立場で討論い

たします。

特別職、職員とも支給月数改定がなされ、

議会だけ改定しないという趣旨の意味が解り

かねます。

議会活動をしっかりと行っておられる方な

ら、その見返りがあって当然だと考えます。

執行部との足並みをそろえておくことは、次

世代の条件整備のため必要と考え、賛成いた

します。

議員（山本安雄）

はい。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します。

５番、山本安雄議員。

議員（山本安雄）

原案反対の立場で討論をいたします。

この１１月１８日に議会研修で三朝町で、

山梨学院大学の江藤教授から講演を聞かせて

いただきました。その中では、議員定数、議

員報酬ということにも触れておられまして、

報酬を考えるときには住民自治を充実させる

ための条件として議論されなければならない

というようなこともおっしゃっておられまし

た。

また、若桜町議会では、議会改革調査特別

委員会を開催して、これ議員全員で構成して

おりますが、この中には議員報酬についても

議論するということになっております。

議会基本条例、先ほど申しましたが、１６



条につきましては、特別職報酬等審議会及び

町民の客観的意見を参考に決定するというこ

とになっております。

よって、この議案について反対いたします。

議長（川上守）

ほかに、討論はありませんか。

（討論なし）

これをもって討論を終結します。

議員提出議案第８号 若桜町議会の議員の

議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について、を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方はご起立をお願いします。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、議員提出議案第８号は原案の

とおり可決されました。

これで、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

令和元年第６回若桜町議会臨時会を閉会し

ます。

   午前 １１時１６分  閉 会


